
市町村連携による中山間対策の取り組み

令和４年６月29日
高知県中山間振興・交通部

ー地方財政審議会資料ー



１ 高知県の概要
（１）高知県の概況
（２）本県の中山間地域を取り巻く環境

２ 市町村と連携したこれまでの主な取り組み
（１）市町村ととも歩んできた中山間対策
（２）具体的な取り組みの内容
①地域支援企画員制度 ②生活環境づくり ③集落実態調査
④集落活動センター

３ 新たな中山間対策
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【人 口】 ６９１,５２７人（全国４５位）
【面 積】 ７,１０３.６３㎢（全国１８位）
【人口密度】 97.３人（全国４４位）

※令和２年国勢調査より作成

【森林面積】 ８４％（全国１位）
全国平均 ６７％

※林野庁ホームページ都道府県別森林率（平成29年3月31日現在）より作成

高知市・南国市（3７3,２０９人）

県人口の5４.０％が集中

（１）高知県の概況
■高知県の特徴
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プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
（１）高知県の現況・地図画像のとおり、山が県土の大半を占める。森林面積は８４％と全国一位※林野庁HP都道府県別森林率（H29.3.31）高知県84％（R3.1.12確認）・平野部は赤い楕円の部分、高知市、南国市のある中央部（と西の四万十市中村）に限られている・県全体の人口は、H27年国勢調査から見ると約72.8万人。まだ確定ではないが、令和２年の速報値では、70万人を切り、69万人台となっており、　人口減少は高齢化とともに大きな課題となっている。・中央の平野部に県人口の５２．９％（令和２年の国勢調査速報値：53.9%、高知市のみ：47.2%）が集中。全国における東京一極集中と同様に、　高知県内でも一極集中が起こっている。



V字型の地形（山・川・山）

■高知県の地形

家屋が斜面に点在し、集落を形成

◇山間部

◇海岸部

地理的な条件が厳しく、工業立地に向かない ⇒ 一次産業中心の産業構造

農地に適した土地が少ない

山と海との距離が近い 平地が少ない
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プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
（２）高知県の地形の特徴・山が多く、また山と海の距離が近い。平地が少ないため、斜面に家を建てている場合も多い（写真で視覚的に提示）・平地が少なく、また大消費地と海と山で隔てられているため輸送コストが高い・第二次産業の集積が進まなかったため、一次産業中心の産業構造のままである

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Tosashimizu_Ashizuri_Cape_1.jpg


県中央部を除くほとんどの地域が中山間地域

面 積（k㎡） 人 口（人）

県全体 中山間地域 割 合 県全体 中山間地域 割 合

7,104 6,623 93.2% 691,527 262,503 38.0%

①過疎地域持続的発展支援特別措置法による「過疎地域」 ②特定農山村法による「特定農山村地域」
③山村振興法による「振興山村地域」 ④半島振興法による「半島地域」 ⑤離島振興法による「離島地域」

＊令和３年度高知県集落調査より作成

地域振興立法５法の対象地域

県内34市町村のすべてが中山間地域を含む市町村

中山間地域とは 高知県の定義：地域振興立法５法の対象地域

中山間地域は県の面積の
約93％を占め、

約４割の方がお住まい

■中山間地域の定義
（2）本県の中山間地域を取り巻く環境
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中山間地域以外 中山間地域● 中山間地域の人口の推移

中山間地域の人口は、
昭和３５年から継続的に減少
６０年間で約２７万人減少

（約５１％減） 約51%減

※令和２年国勢調査及び
令和３年度高知県集落調査より作成◇高知県の高齢者比率は３５．５％で、全国で２番目の高率 （全国２８．６％）

◇過疎地域の高齢者比率は４５．２％で、県平均より９．７ポイント高い

● 過疎地域の高齢者比率の推移

＜５０％を超える町＞
・大豊町 ５８．７％
・仁淀川町 ５５．７％
・室戸市 ５１．８％
・東洋町 ５０．９％
・土佐清水市 ５０．５％

約36％増

※過疎地域の人口は中山間地域の人口の約68％を占める（令和２年10月1日時点）

（人）

（％）

過疎地域では
さらに１０年先行

全国より
１０年先行

■中山間地域の課題
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プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
・高知県の人口動態について、グラフで説明（根拠データの関係から、過疎地域の人口を使用しており、厳密には中山間地域の人口では無いが、傾向はほとんど同一のはずであり代用している。質問されない限り、特に触れなくてもいいと思われます）・左上の図のとおり、総人口は一時的な増加も見られるが、過疎地域の人口はずっと右肩下がり。生産人口も同様・右上の図でわかるとおり、世帯数においては過疎地域とそれ以外（都市部）の差が顕著。中山間地域で育った若者が、高知市などに出てきて、独立して世帯を構えてきたことが見て取れる・右下の図では、人口が減少するにつれ、個々の集落の規模も小さくなってきていることがわかる
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133,636人
（31.0％）
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50,698人
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（人）65歳以上計
111,723人
（42.9％）

0歳～14歳計
24,473人
（9.4％）

※令和２年国勢調査を基に当課で作成

◇高知県中央部の４市では、つぼ型に近い形状
◇総人口（431,148人）に対して生産年齢人口

（246,814人）が占める割合は、約57.2％

◇高知県中央部以外の30市町村では、逆三角形
に近い形状

◇総人口（260,379人）に対して生産年齢人口
（124,183人）が占める割合は、約47.7％

生産年齢人口比率に
約10％の差！

中山間地域は若い人が少なく、将来的にはあらゆる分野での活動の継続が困難になる恐れがある

■中山間地域の年齢別人口（人口ピラミッド）
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名称 合併前の区域 人口 市町
村数

面積
(km2)

①いの町 伊野町、吾北村、
本川村 21,374 ３ 471

②高知市

高知市、鏡村、
土佐山村
(H17.1.1合併) 326,545

３ 264

高知市、春野町
(H20.1.1合併） ２ 309

③津野町 葉山村、東津野
村 5,291 ２ 198

④四万十市 中村市、西土佐
村 32,694 ２ 633

⑤仁淀川町 池川町、吾川村、
仁淀村 4,827 ３ 333

⑥中土佐町 中土佐町、大野
見村 6,002 ２ 193

⑦香南市
赤岡町、香我美
町、野市町、夜
須町、吉川村

32,207 ５ 127

⑧香美市 土佐山田町、香
北町、物部村 26,513 ３ 538

⑨四万十町 窪川町、大正町、
十和村 15,607 ３ 642

⑩黒潮町 大方町、佐賀町 10,262 ２ 188

○凡例： 合併した地域
○合併した地域数：１０地域、２９市町村
○合併後市町村数：５３→３４市町村

■市町村合併の状況

8※人口は令和２年国勢調査より



5万人以上 （１市）
2万人以上、5万人未満 （７市町）
1万人以上、2万人未満 （７市町）
5千人以上、1万人未満 （３町）
5千人未満 （１６町村）

高
知
市

い
の
町

四
万
十
市宿

毛
市

南
国
市

香美市

須崎市

土佐市

香南市

旧土佐山田町 20,844
旧香北町 4,182
旧物部村 1,487

旧伊野町 19,103
旧吾北村 1,876
旧本川村 395

旧窪川町 11,080
旧大正町 2,183
旧十和村 2,344

旧中村市 30,233
旧西土佐村 2,461 旧野市町 19,083

旧香我美町 5,833
旧赤岡町 2,504
旧夜須町 3,244
旧吉川村 1,543

旧大方町 7,333
旧佐賀町 2,929

四万十町

黒潮町

安芸市

佐川町

室戸市

土佐清水市

旧高知市 310,883
旧春野町 13,708
旧鏡村 1,099
旧土佐山村 855

大月町

三原村

中土佐町

津野町
梼
原
町

仁
淀
川
町

越
知
町

大川村

土佐町

本
山
町

大
豊
町

芸西村

馬路村

安
田
町田
野
町

奈
半
利
町

北川村 東洋町日高村

■人口分布一覧表

※令和２年国勢調査を基に作成
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1 高知市 0.64 13 土佐清水市 0.27 25 大豊町 0.17 

2 南国市 0.63 14 芸西村 0.26 26 仁淀川町 0.17 

3 須崎市 0.42 15 室戸市 0.23 27 中土佐町 0.17 

4 土佐市 0.39 16 四万十町 0.23 28 安田町 0.16 

5 宿毛市 0.37 17 土佐町 0.21 29 馬路村 0.16 

6 いの町 0.36 18 越知町 0.21 30 津野町 0.16 

7 四万十市 0.35 19 奈半利町 0.20 31 東洋町 0.13 

8 香南市 0.35 20 田野町 0.20 32 大川村 0.13 

9 佐川町 0.34 21 北川村 0.20 33 梼原町 0.13 

10 安芸市 0.32 22 黒潮町 0.20 34 三原村 0.13 

11 香美市 0.32 23 大月町 0.19 

12 日高村 0.29 24 本山町 0.17 

（注１）全：全国平均、県：県内市町村平均（いずれも単純平均）

（注２） ：過疎地域（全部指定）、 ：過疎地域（一部指定）

県0.26
全0.51

■令和２年度 市町村別財政力指数（３か年平均）
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過疎市町村：29市町村（県内全34市町村）



 県全体の中山間対策の方針を定め、関係市町村に対する人的支援、財政的支援を行う。
 本県のように小規模で財政力の乏しい過疎関係市町村を多く抱える県においては、県全体の底上げを図るため、次
に掲げる役割を果たしていくことが必要である。

① 補完代行型

小規模市町村における財政面、人材面、技術面での制約を理由として、当該市町村においては実施が困難な事業を県
が代行する役割

② 広域連携・協調型

各市町村がそれぞれ単独で事業を実施しても効果が小さい、または利益が相反するような性質の事業を、全体最適の視
点からベクトルを合わせ、効率的に最大限の効果を得るため、県が関係市町村と連携・協調して広域で実施する役割

県が先導して市町村とともに取り組み、その効果を県全体に波及させ、全体の底上げにより地域振興を図る役割
ⅰ）高度に専門的な分野における技術開発、最先端の技術を活用した課題解決、県外・海外における需要創出など、
多額の投資を伴ううえに、小規模な市町村単独では著しく非効率であるために実施が困難な事業

ⅱ）喫緊の課題に対して、県が統一的な体系と共通の枠組みを提起し、県全体で市町村とともに課題解決を図るための
事業

＜例＞道路インフラ維持修繕、小規模飲料水供給施設整備等の代行

③ リーディングプロジェクト型

例：地域支援企画員制度、集落活動センター、あったかふれあいセンター、産業振興計画、移住促進 など

■中山間対策における県の役割
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例：広域観光の取り組み、公共交通網の維持・確保 など

⇒本県にとって極めて重要な役割

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
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【第１のターニングポイント ～ステップⅠ～】
平成15年度 ・「地域支援企画員制度」開始→県内７ブロックに職員（7名）配置

平成16年度 ・「地域支援企画員制度」拡充→各市町村に担当職員（50名）配置

平成19年度 ・県庁内（地域づくり支援課）に「地域生活支援チーム」の設置
→中山間地域の生活環境づくりに着手

【第２のターニングポイント ～ステップⅡ～】
平成23年度 ・第1回「集落実態調査」の実施

平成24年度 ・庁内を挙げて中山間対策の抜本強化に乗りだす
→庁内に推進組織の創設、中山間総合対策本部の強化
・「集落活動センター」の取り組みがスタート

令和3年度 ・第2回「集落実態調査」の実施
→地域課題と時代の変遷に則した新たな中山間対策の推進

（山中八策）

■20年間の歩み

【第３のターニングポイント ～ステップⅢ～】

（１）市町村とともに歩んできた中山間対策

13
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（２）具体的な取り組みの内容
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「地域の元気応援団長」として、平成１５年度から支援活動を開始

・住民や地域団体が主体となって取り組む地域づくり活動へのアドバイス
・先進事例や県等の支援制度の紹介など、地域づくりに関する市町村や地域への情報提供
・地域におけるコーディネート（人と人をつなぐ）活動の展開

・グリーンツーリズムの体験メニューづくりや運営の仕組
みづくりなどの地域外との交流の取り組みへの応援

・地域資源を活かした商品開発・販売、地産地消の仕組み
づくりなどへの応援

・住民グループの活動などの地域づくりへの応援
・商店街の振興などのまちづくりへの支援

・自主防災の組織化、防災マップづくり、勉強会等の活動の
応援

・集落で住民が楽しく集える場づくり
・高齢者、子育て支援など、地域で助け合い、支え合う活

動への応援

（平成１７年度～）
再強化・・６０名体制

当
初
の
役
割

地域の元気づくりへの支援 地域の支え合いの仕組みづくりへの支援

当初の活動の例

（平成１５年度）
スタート時・・７名（地域の元気応援団長）

（平成１６年度）
体制強化・７名→５０名体制

地域に駐在し、市町村と連携しながら、住民の皆様と同じ目線で考え、地域とともに活動することを
基本にして、それぞれの地域の実情やニーズに応じた支援を行うことによって、地域の自立や活性化を
目指す。

ね
ら
い

福祉や農業といった分野ごとに設置された県の出先機関に属さない職員が、市町村役場など、実際に
地域に駐在し、それぞれの職員の視点で自主的に活動を行う制度としてスタート

以後、政策によって
体制を見直し
（現体制・・６０名）

住民力の向上を目指す

■地域支援企画員制度のはじまり

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
・こうした集落活動センターの取り組みを陰で支えているのが、これもまた、高知県の独自の取り組みである地域支援企画員制度です。・この制度は、市町村役場などに駐在し、市町村と連携しながら、住民の皆様と同じ目線で考え、地域とともに活動することを基本に、それぞれの地域の実情やニーズに応じて支援、地域の自立や活性化を目指すものです。・福祉や農業といった分野ごとに設置された県の出先機関に属さない職員が、市町村役場など、実際に地域に駐在し、それぞれの職員の視点で自主的に活動を行う制度として、平成１５年度からスタートしました。・この制度は、前知事が国体・当初は、７人の駐在から始まり、翌年には、５０人となり、その次の年には、６０人となり、現在は、６２人まで増えております。・地域支援企画員の職種もユニークで、行政職だけでなく、農業や林業の普及員のほか、土木技術職員や保健士もです。・実は、私も地域支援企画員の経験者で平成１６年から３年間、津野町というところに駐在していました。・地域支援企画員のミッションは、住民が主体となって取り組む地域づくり活動へのアドバイスをしたり、先進事例の紹介、支援制度の情報提供や地域の取組等の対外的な情報発信 したり、地域におけるコーディネート（人と人をつなぐ）活動を行うことです。・具体的な活動としては、　　　　　



H15年度～H20年度 H21年度～

特
徴

○「地域の元気応援団長」としてH15年度から活動を開始
○福祉や農業など分野ごとに設置された県の出先機関に属さない職員が、

市町村役場など地域に駐在して、それぞれの職員の視点での自主的な活
動を展開

○「産業振興計画」の実行元年であるH21年度から同計画の推進を中心とした
支援活動にシフト

○職員個人の遊軍的活動から組織として県の重点施策を遂行する活動へ転換

体
制

○（スタート）H15年度：７名
・地域の元気応援団長として７ブロックに課長補佐級を配置

○（体制強化）H16年度：7名→50名、H17年度～：50名→60名
・H16年度から総括職員を配置（担当支援員のｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ的役割）

○各ブロックに産業振興推進地域本部の設置・地域産業振興監（副部長級職
員）の配置（H21年度～）

○集落支援担当総括の配置（H26年度～）
〇集落支援担当総括を統合し地域支援企画員（総括）へ（R4年度～）

役
割

○住民が主体となって取り組む地域づくり活動へのアドバイス
○地域への先進事例の紹介や支援制度の情報提供、地域の取組等の対外的
な情報発信

○地域におけるコーディネート（人と人をつなぐ）活動の展開

○地域づくりや地域振興のための左の役割を継承しつつ、「産業振興計画」の
推進や「集落活動センター」の立ち上げ・運営支援など、県の重点施策を地
域で展開

活
動
例

◆地域の元気づくり
・ｸﾞﾘｰﾝﾂｰﾘｽﾞﾑの体験メニューや運営の仕組みづくりなどの取り組みへの応援
・地域資源を活かした商品開発・販売、地産地消などへの応援
・住民グループの活動や商店街振興など地域の活性化の応援
◆地域の支え合いの仕組みづくり
・自主防災の組織化、防災マップづくり、関係勉強会等の活動の応援
・集落で住民が楽しく集える場づくり
・高齢者・子育て支援など地域の助け合い・支え合い活動への応援

◆産業振興計画
・２２４件（Ｒ３年度）の「地域アクションプラン」の実行支援・芽出し
・１９件（同上）の「地域産業クラスター」の実行支援
・各市町村の移住促進や地域の人材育成の取り組み など
◆集落活動センター
・Ｒ４年３月末現在で63箇所開所 → Ｒ６年度末までの開所目標80箇所

センター立ち上げの芽出しや開所への支援、自立運営に向けた支援など

職員個人の遊軍的な活動から組織で取り組むミッション遂行型へシフト

地域づくり・地域振興の応援に加え、県の重点施策を地域で展開

ターニングポイント（H19年12月）

「対話と実行」
の県政の実現
（ﾏﾆﾌｪｽﾄ）

地域支援
企画員

への期待

◆対話と実行の県政の推進
対話と実行を進めていくため、組織として地域との対話を推進し、地域の思いを県政
に反映させるよう行動してもらいたい

◆産業振興計画の実行推進
本県の「産業振興計画」の推進役として、地域で中心的な役割を果たしてもらいたい

マネジメント体制の強化

地域支援企画員制度の発展的見直し

■地域支援企画員制度の展開

16



＜主な活動内容＞
◆産業振興計画（地域ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ）の地域で
の芽出しや実行支援

◆集落活動センターの立ち上げ・運営等の取り組
みへの支援

◆地域への移住促進の取り組みへの支援
◆地域の人づくりへの支援 など

＜役割＞
産業振興や地域づくりなど地域の活性化に向けて以
下の役割を果たす
◆地域における活動の芽を育む
◆県の政策を地域に伝える
◆地域の情報を汲み上げ、県の政策等に反映する

など

＜活動の基本姿勢＞
○ 地域に入ることを基本とする
地域の直面する課題や住民のニーズに耳をかたむけ、 地域の住民とともに考え、具体的に行動を起こす
（地域住民とともに一緒に汗をかく）

○ 地域づくりの主役は住民。地域支援企画員は黒子に徹する

○ 市町村と十分に連携

○ 県庁全体の窓口（県と地域をつなぐパイプ役）としてしっかりと役割を果たす

地域支援
企画員

県

住
民

市町
村

人

人人

情
報

情
報

情
報

（所属）

（駐在） （協働）

17

■現在の地域支援企画員の役割、活動内容等
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地域支援企画員（県職員）は、県庁と地域をつなぐパイプ役。地域のニーズや思いを汲みながら、地
域の振興や活性化に向けた取り組みを支援するとともに、県の情報を伝え、県民の声を県政に反映さ
せるための活動を地域で展開！

県内７ブロックに産業振興推進地域本部を置くとともに、次の職員を配置

①地域産業振興監（副部長級）７名
▷地域支援企画員の指揮監督

②地域支援企画員総括（課長補佐級）13名
▷担当地域支援企画員の指揮監督

③地域支援企画員 ４0名
＊①②は地域本部に駐在、③は基本的に各市町村役場に駐在

安芸

物部川
嶺北

高知市
仁淀川

高幡

幡多 県内34市町村のうち、32市町村に
地域支援企画員が駐在
（田野町（奈半利町兼務）、芸西村は
別市町村に駐在）

計60名が地域に駐在

○産業振興推進地域本部をブロックの拠点に
組織で活動を展開

○地域支援企画員は、市町村役場に活動の
拠点を置き、市町村と連携し、様々な活動
を展開

・産業振興推進部計画推進課の所属職員
・一人に１台ずつ公用車と公用携帯を配備
・執務スペース等は、市町村から無償で貸与
・駐在先に県庁LANを設置して本庁と同様の執務環境を整備

○予算執行権限は持たずに行動力でアシスト
・予算・事業を持つ本庁等の部署につなぐ

特 徴

■地域支援企画員の配置



◆市町村や地域住民との距離が近くなり、
地域の連携や情報共有が図れた。

（産業振興計画の推進、自主防災活動等）

◆地域の実態やニーズの把握が容易くなり、
地域の思いや課題が県政に反映できた。

（生活環境づくり、集落活動センターなど）

◆市町村や地域住民に対し、県や国等の情報
を迅速かつタイムリーに提供できた。

（支援策や新たな各種施策の周知、徹底）

◆住民目線、現場主義などの醸成により、県
職員の意識や仕事の仕方が変わり、人材育
成にも繋がった。

（地域支援企画員経験者 庁内 ３００名超）

◆県の職員が、より身近な存在になり、親しみ
が持てるようになった。

（県の仕事への理解度の向上）

◆以前に比べ、県や国等の有益な情報を円滑か
つスピーディに入手できるようになった。

（支援制度の活用の円滑化など）
◆関係する人や組織などに繋いでくれ、地域の課

題解決や想いを実現することができた。
◆アドバイスや情報提供などの支援活動を通じて、

地域の活性化や元気づくりに繋がった。
（地域支援の延べ件数 １０００件超）

◆市町村と県との連携意識が一段と進み、意思疎
通や情報共有が図られるようになった。

県側から見た成果 地域から見た成果（県民の意見）

本県独自の制度

地域の思いを叶えたり、地域課題を解決
していくうえでは、必要不可欠な存在

地域で県の政策や施策を円滑に推進して
いくうえでは、とても重要な存在

「地域支援企画員」は、すっかり地域に浸透して、掛け替えのない制度として定着 19

■地域支援企画員制度の成果



20
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○地域支援企画員の定例的な意見交換や勉強会等の実施
⇒地域支援企画員の活動を通じ、地域が直面している生活面での困りごとや課題を掘り起こし

明
ら
か
に
な
っ
た
地
域
の
課
題

・水源や井戸が枯渇している。
・安定的に飲み水を確保できない（濁っている）
・施設が老朽化している。
・水源地まで遠く、管理が大変である。

生活物資の
確保

・高齢化が進み、買物に出かけていくことが難しくなった。
・地域（集落内）の商店が閉店してしまった。
・移動販売の業者が減った。来なくなった。

移動手段の
確保

・バス停までが遠く、不便である。
・バス路線が廃止（減便）された。
・高齢で車を運転することができなくなった。

Ｈ１９年4月 庁内（地域づくり支援課）に地域生活支援チームを設置
（地域の実態把握と生活環境の改善に向けた施策の制度設計）

Ｈ２０年度 生活支援総合事業費補助金の創設

■中山間地域における生活面の課題

飲料水の
確保



中山間地域で将来にわたり暮らし続けることができる生活環境づくりのため、生活用水、生活用品、移動手段等の確保に向けた取組を、地域や市町村の
ニーズに沿って、拡充や見直しを重ねながら、継続的に支援

１ 生活用水確保支援
＜生活用水の確保を支援＞
■補助先：市町村等
■補助率：総事業費から地元負担金を控除した額の３分の２以内（Ｒ４～2分の1以内）
■補助対象経費：①生活用水を確保する仕組みづくりのための調査・検討に要する経費

②給水施設又は水源管理道の整備、補修又は維持管理に要する経費
■補助限度額：１事業当たり30,000千円

＜浄水装置の整備を支援＞（H28年度～ ）
■補助先：市町村等 ■補助率：2分の1以内
■補助対象経費：南海トラフ地震発生時等に孤立が想定される集落への浄水装置の整備に要する経費

〔浄水装置〕〔取水堰〕 〔給水ポンプ〕 〔ろ過装置〕

２ 生活用品確保支援
＜単一又は隣接する２～３市町村内の取組を支援＞
■補助先：市町村等 ■補助率：2分の1以内（企業等が実施主体となる場合は３分の１以内）
■補助対象経費：①地域の見守り活動等とあわせて行う生活用品を確保するための仕組みづくりの調査・試行、

及び利用促進のための広報等に要する経費
②移動販売車両の購入、店舗の設備等に要する経費

■補助限度額：１事業あたり20,000千円
＜３市町村以上の広域にわたる取組を支援＞
■補助先：協議会等 ■補助率：3分の2以内
■補助対象経費：①地域の見守り活動等とあわせて行う生活用品を確保するための仕組みづくりの調査・試行、及び利用促進のための広報等に要する経費

②移動販売車両の購入等に要する経費
■補助限度額：１事業あたり50,000千円

〔移動販売車両〕〔店舗設備〕

３ 移動手段の確保等支援
通院や買い物等生活を支える移動手段を確保するため、地域の基幹交通を補完するきめ細かな移動手段の導入や維持に向けた取組を支援
■補助先：①市町村等 ②株式会社高知中央自動車学校（国土交通大臣認定講習実施機関）
■補助率：①2分の1以内 ②定額
■補助対象経費：①地域の移動手段確保のための調査、計画の策定、利用促進のための広報、 車両の購入及び改造、待合所の整備、新たな

取組の実証運行等に要する経費 ②自家用有償旅客運送運転者講習会の受講料のうち受講者負担分を除いた額
※貨客混載推進（Ｈ30年度～）
貨客混載の導入に向けた取組を支援
■補助先：市町村等
■補助率：2分の1以内
■補助対象経費：貨客混載を検討するための調査、計画の策定、利用促進のための広報、 車両の購入、改造、荷物保管場所の整備、新たな取組の実証運行等に要する経費

22

■生活支援総合補助金の概要
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【生活用水の確保支援】
・事業内容 取水施設や配管等の施設整備・修繕、水源管理道等の整備など
・補助の件数 ３０市町村、 ３５９件
・補助金額（補助金ベース） 2,919,761千円

【生活用品の確保支援】
・事業内容 店舗の整備・改修、移動販売や宅配等の車両の購入など
・補助の事業数 ２０市町村、 ６９事業
・補助金額（補助金ベース） 205,542千円

【移動手段の確保等の支援】
・事業内容 実証運行調査、運行に必要な車両等の装備、講習会参加費用など
・補助の事業数 ３３市町村、１事業者 ２６９事業
・補助金額（補助金ベース） 863,998千円

１４年間で 約４０億円（3,989,301千円）の財政的支援

市町村とともに、中山間地域の生活環境づくりを推進

■生活環境づくりの実績（H２０～R３）
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【人口減少】 中山間地域の人口が半世紀で半減（４２％減）
（昭和３５年 537,327人→ 平成２２年 311,790人）

【人口減少率※5カ年】 ４．０％ （秋田県、青森県に次ぐ全国第３位）
【高齢化率】 ２８．８％ （秋田県、島根県に次ぐ全国第３位）

※特に、過疎地域は、37.3％。県平均より、１０ポイント高い
その結果

・地域づくりや産業の担い手やリーダーが不足
・大切に守ってきた伝統文化の継承、祭りや行事等の開催が困難
・一人暮らしによる健康面での不安
・暮らし続けるための生活環境が一層悪化（生活物資、移動手段の確保等）
・基幹産業である農林水産業が衰退し、現金収入の減少

・地域主体の自治活動が存続できない。（地域、福祉、防災、文化、学校など）
・役職が重複している。1人が何役もの役職に就かなければならない。
・役員になり手がない。将来、地域活動を担う若者が集落にいない。 など

H２２の国勢調査・・・中山間地域の「人口減少」と「高齢化」の進行が加速！！

中
山
間
地
域
の
衰
退
の

実
態
を
漠
然
と
認
識

中山間地域の集落の実態や住民の想いを詳らかに把握し、県の政策に反映させることが必要
集落実態調査の実施（平成23年度）

地域活動の
実態
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■集落実態調査のきっかけ



【調査内容】

実際に地域に入り、集落やコミュニティ
活動の実態等を地区長等の代表者か
ら聞き取り調査の実施。

【調査対象】 １，３５９ 集落
【調査項目】 ６４項目
【調査期間】

Ｈ２３．８月初旬～Ｈ２４年１月末
【実施方法】

調査員や県、市町村等による面会

集落代表者聞き取り調査
１，３５９集落の中から、各市町村と
協議し、２～３集落を抽出して、アン
ケート調査を実施。

【調査対象】
抽出した１０９集落の２０歳以上の者

【調査項目】
世帯主 １１項目 個人 ３３項目

【配布数】
２，６０７世帯（個人５，４７６人）

【実施方法】
集落代表者の協力による個別配布

世帯アンケート調査

H２２国勢調査の結果を踏まえ、
市町村や集落ごとの人口、世帯、
高齢化率等について、調査・分析
を実施

■調査対象数 ２，５３７集落

■データ内容
・県、市町村の人口、高齢化率の
推移
・集落数の推移
・世帯規模別、人口増減別、世帯
数増減別、高齢化率から見た集
落の推移

※昭和３５年から５年毎に定期的
に調査

少子高齢化や過疎化が著しく進行する中山間地域の実態調査を行うことによって、地
域の実情や住民の思いを把握し、本県の過疎・中山間対策に反映させる。

・中山間地域を基本として、５０世帯未満の集落を対象に実施
（調査項目により、２段階で集落の実態や課題や住民の思いを把握）

【調査内容・・・・・集落活動、生活（生活環境、安心安全）、産業振興】

（従来から実施してきた調査） （新たに実施した調査）

集落データ調査 集落実態調査
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■第１回集落実態調査（H23）の概要



漠然としていた中山間地域の実態や課題が、数字（程度や度合）で明確になった！！
課題の見える化、データ化

●将来、集落を維持できない
・集落が１０年後に消滅している、衰退している・・・７５．１％

●集落での共同作業やコミュニティ活動が継続できない、又は衰退している
・今後の集落の共同作業等が維持できない、わからない・・・６６．９％

●人材の確保ができない
・リーダーがいない・・・２５．８％ ・後継者がいない・・・３６．８％

●日常生活に欠かせない生活物資を確保することが難しい
・生活用品の確保で困っている、課題がある・・・６３．１％

●病院や役場などへの移動手段が確保できない
・60歳以上で「運転していない人」・・４０％ ・ 移動手段がない又は不便・・・１７．７％

●飲料水の確保することが困難になっている
・集落や個人等で管理する施設を使用・・・４０．９％ ・施設の維持が課題・・・５２．７％

生
活

●農林漁業の不振
・集落の基幹産業が衰退・・・８５．２％ ・産業振興に繋がる資源がない・・・７２．１％

●基幹産業の後継者がいない
・集落の主となる産業の後継者がいない、わからない・・・７７．１％

●耕作放棄地、手入れをしていない山林が増加している
・耕作放棄地がある・・・６５．０％ ・手入れされていない山林がある・・・６９．４％

●野生鳥獣による被害の増加
・野生鳥獣による農林被害を受けている・・・９４．３％

産
業

集
落
維
持
の
危
機

生
活
環
境
の
悪
化

産
業
の
担
い
手
不
足
と

雇
用
の
場
の
不
足

地
域
の
実
態
・
地
域
の
方
々
が
直
面
し
て
い
る
課
題

集
落
の
状
況
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■集落実態調査から見えてきた課題



◇中山間対策に関係する総合的な政策を推進ための舵取り役となる 「中山間地域対策課」を新設。

◇同時に中山間対策を統括するセクション「理事（中山間対策・運輸担当）所管」 を新設
（H29年度～中山間振興・交通部に改組）

◇深刻化する鳥獣被害への対策を中山間対策の重点課題に位置づけ、「鳥獣対策課」を文化生活部から産
業振興推進部に移管し、組織体制を強化。

中山間対策の抜本強化
（平成２４年度～）

集落実態調査の実施
（平成２３年度）

庁内の組織体制の強化

■調査結果を踏まえた中山間対策の抜本強化①（推進体制）

中山間施策の充実、強化

◇全庁を挙げて中山間対策を推進していくため、庁内の横断的な組織「中山間総合対策本部」 を強化。
・平成２４年２月に知事が本部長に就任（副知事⇒知事）
・地域産業振興監（７名）を本部員のメンバーに追加
・重点課題は、「推進チーム」を設置し、全庁で横断的に協議する体制を整備

◇「中山間地域でだれもが一定の収入を得ながら、安心して暮らし続けることができる仕組みづくりの推進」を
目標に掲げ、 「生活を守る」と「産業をつくる」の２つを柱とした中山間対策の総合的な政策の打ち出し

・地域資源を生かした産業づくり、集落支援、生活環境づくりなど中山間対策の抜本強化
28

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
（２）中山間総合対策本部・集落調査の結果を踏まえ、まず取り組んだのが組織体制の強化・中山間対策を統括する理事を新設し、中山間地域対策課を新設・中山間総合対策本部を強化。従来は副知事が本部長だったが、平成２４年２月に尾﨑知事が本部長に就任



・集落への「愛着」や「誇り」を感じている ９３．０％
・今後も集落に住み続けたい ７６．７％
・近隣の集落との連携で活性化に取り組みたい ９４．２％
・Ｉターン移住者を受け入れたい ６８．９％

中山間地域の集落が、互いに連携しながら、引き続き地域で暮らしてい
くことができる仕組みづくり。

（キーワード・・・・絆、拠点、ネットワーク）

地域への「誇り」と「愛着」を持って、集落どうしで助け合いながら、引き続き住み続けたい

集落活動センター

厳しい生活環境にも関わらず、住民の意識や思いは、

地域の方々の思いを実現したい

＜集落活動センターの取り組みに至る経緯＞
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■調査結果を踏まえた中山間対策の抜本強化②（集落対策）

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
・今回の集落調査で、人口や世帯の減少や高齢化の進行により、 産業や地域づくりの後継者不足、集落活動の衰退、生活環境の悪化、健康面での不安、一次産業の衰退、収入の減少、鳥獣被害の増大など様々な課題が、これまで以上により鮮明に浮き彫りになってきました。・また、こうした課題は、年々、それぞれの課題がいくつも重なりあり、多様化、複雑化していることが現状も明らかになってきた。・中山間地域で引き続き暮らしていくことが困難な状況になっている。・しかし、その一方で、・９３．０％が、集落への「愛着」や「誇り」を感じている。また、７６．７％が今後も集落に住み続けたいという意向を持っている。　　      　・地域の活性化に向け、９４．２％が近隣の集落との連携したいと考えているし、　６８．９％がＩターン移住者を受け入れたいと考えていることが分かり、　希望の光も見えている。　　・こうした、地域への誇りと愛着を持って、集落どうしで助け合いながら、引き続き住み続けたいといった住民の皆様の熱い思いに応えるために、引き続き集落で暮らしていくことができるような、政策や施策づくりを、県として、早急に、取り組まなければならないといった決意を新たにしました。・高齢化や人口減少は、今後の着実に進むことから、１０年後には、集落活動することさえをままならない状況になってしまうし、このままでは、消滅してしまう集落が多く出てきてしまうし、正に、この１０年が正念場であり、この１０年がタイムリミットと思って取り組みたいと思っている。　　　　　　　　　



集落活動センター「汗見川」（Ｈ23.６～） 岸本地区集落活動センター（Ｒ２.６～）
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地域住民が主体となって、旧小学校や集会所等を拠点に、地域外の人材等を活用しながら、近
隣の集落や各団体・グループとの連携を図り、生活、福祉、産業、防災などの活動について、それぞ
れの地域の課題やニーズに応じて総合的に、地域ぐるみで取り組む仕組み

拠点を中心にして、「集落（地域）の維持、再生」に向けた地域の活性
化や支え合いの体制づくりや仕組みづくりを行う取り組み

集落活動センターの拠点整備は、あくまでも「手段」。 各地域で将来にわたり
集落を維持・再生するための仕組みを創り上げることが、真の「目的」

・単なる機能の集約化や施設整備といったハード中心の取り組みではない。
・拠点施設を核に、地域課題やニーズに応じ、産業づくりや福祉、生活面でのサービス
提供などの活動を展開する、ソフト的な仕組みづくり。

平成２４年度より取り組み開始

集活センター（愛称）・・・施設、組織体制、取り組み全般を示す
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■集落活動センターの概要

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
・集落活動センターの取り組みとは、「地域住民が主体となって旧小学校や集会所等を拠点に、地域外の人材等を活用しながら、近隣の集落との連携を図り、生活、福祉、産業、防災などの活動について、それぞれの地域の課題やニーズに応じて総合的に地域ぐるみで取り組む」ことで、ソフトの仕組みづくりを目指しており、集落調査の地域の思いを反映した取り組みです。・センターという名称ですので、誤解されやすいのですが、施設整備をしたり、単なる機能の集約化したりする、ハード的な取り組みではない。の取り組みです。・「集落（地域）の維持、再生」に向け、地域の活性化や支え合いの仕組みづくり、体制づくり、連携づくり、システムづくりに取り組むもの　・要するに、集会所等の既存の施設などを活動拠点として中心に、住民が主体となって、福祉や生活支援の取り組みなど、地域の支え合いの取り組みと、農産物の生産活動や商品づくり、交流活動など、お金が回る仕組みを併せてく作り上げることで、住民が一体となって集落を維持していこうというので市町村と県が一緒になって、新たな官・民・地域協働による、産業づくりや、福祉、生活サービス提供の仕組みづくりを目指しております。



集
落

集
落

集
落

旧小学校区単位を想定
（集落連携による活動）

高知ふるさと応援隊
（事務局・実動）

集落活動の拠点

道の駅
直販所

地域の
事業者

ＮＰＯ・
団体

ボランティア
グループ

農林水産業
従事者
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医療
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市 町 村

市町村と緊密に連携

活動の推進役

地域リーダー 地元有志、スタッフ

⑤防災活動
・防災研修、自主防災活動の実施
・防災拠点づくり
・ヘリポートの整備

②生活支援サービス
・食料品、ガソリン等の店舗経営
・移動販売、宅配サービスの実施
・交通空白地有償運送等の移動手段の
確保

民生委員

④健康づくり活動
・健康づくり事業の実施
・健康づくり活動の拠点づくり

・草刈り、農作業等の共同作業の実施
・よろずサービスの実施

①集落活動サポート

⑥鳥獣被害対策
・集落ぐるみの防除対策の実施
・ジビエ（シカ肉、シシ肉等）の取り組み

⑦観光交流活動・定住サポート
・自然や食等の体験メニューづくり
・宿泊施設の運営、交流イベントの実施
・移住相談窓口の開設

⑩エネルギー資源活用
・小水力、太陽光発電等の導入
・エネルギーの売電等の仕組みづくり

⑧農林水産物の生産・販売
・集落営農 ・耕作放棄地の解消
・地域資源を生かした有望品目づくり
・薬草、山菜など新たな作物への挑戦

⑨特産品づくり・販売
・地域資源を生かした加工品づくり
・直販所の開設、運営

⑪その他の活動
・冠婚葬祭サービスの実施
・行政業務等の受託

加工
グループ

地元商店
量販店

③安心・安全サポート
・高齢者等の見守り活動の実施
・あったかふれあいセンターとの
連携
・デイ等の福祉サービスの展開

病院・
診療所

婦人会・老
人クラブ等

■集落活動センターの取り組み
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プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
・

http://www.it-l.co.jp/bunsho/ill/i0043-1.jpg


・行政主導ではなく、住民が主役となって、自らの思いや考えによって取り組みを進める。
⇒行政はサポート役に徹し、放り任せでなく、しっかりと見守る

・地域の抱える課題を解決したり、住民の思いや、やりたいことを実現するため、住民からの発意、 アイデア、提案
により、自らの手で事業計画を策定し、実践する。いわゆる「オーダーメード」の取り組み

⇒”十人（センター）十色”の活動内容

・集落単独では難しくなったコミュニティー活動や共同作業、支え合い活動などを、近隣の集落が互いに助け合い、
協力し合いながら、連携して地域ぐるみで取り組む。

⇒連携の単位は、絆が深い旧の小学校区単位などを想定

・廃校や集会所などを活用し、住民同士の集いや活動、地域外との交流など、様々な地域活動を実践する場、
交通の結節点や生活支援、防災、福祉活動などの暮らしを支える機能を果たす場。

⇒暮らしを守る心の拠り所、未来を拓く活性化の拠点

・集落活動センターの推進役として、地域の活性化に向け、住民と一緒に活動する人材を地域外から導入する。
（大学生やＵＩターンなど関係人口の拡大）

⇒将来的には、集落活動センターや地域活動・産業活動の担い手としての定住を目指す

②地域住民の皆様が主役

③活動は地域のオーダーメイド

①活動の拠点をつくる

⑤近隣集落による連携

④地域外の人材などを活用

■集落活動センターの取り組みの特徴、ポイント
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プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
・最初のポイントとしては、活動の拠点をつくるということです。集落調査では、多くの集落から「皆が気軽に集まれる場所がほしい」といった意見もありました。やはり、昔のように、集落で様々な取り組みが行われた時代であれば良いが、集落活動が低迷しているこの時代では、地域の再生に向け、地域の方々、集まり、将来を話し合い拠点や活動の拠点を再構築する必要がある。また、この拠点は、市町村の中心部や周辺集落とを結ぶ交通の連結点や、福祉、防災等の機能の拠点など、色んな意味での拠点として活用されることも期待している。・２つ目のポイントとして、集落活動センターの運営は、地域の皆様が力を合わせながら、住民主体として運営するもので、そうした取り組みに対して行政が支援を行うものです。・従って、３つ目のポイントとして、集落活動センターの活動は、地域の抱える課題を解決したり、住民の思いや、やりたいことを実現するために、住民の発意や提案による地域のオーダーメイドでその取り組みを決めていきます。従って、それぞれの活動センターによって取り組みの内容は異なります。　・４つ目のポイントは、地域外の人材の導入です。高齢化、人口減少等が進み、活動を進める人材を確保することが難しい中、なかなか地域の人だけでは、センターを取り組みを進めることが難しいし、地域の資源や良さを発見するには、外からの違った目線で見ることも重要であることから、地域外から、集落活動センターの推進役として、人材を確保していくことも、重要なことです。・５つ目のポイントとしては、集落の連携による取り組むです。集落調査の結果では、単独の集落では、地域の活性化に取り組むことが難しいといった意見が大半であったが、先ほど説明したように、集落連携であれば、何とか活路を見出したいというと考えていることが明らかになった。こうしたことから、ＰＴＡ、校下会など　最も纏まりが強く、事業の効率性の観点からも、絆が深い旧の小学校区単位を想定して、仕組みづくりを行っていただきたいと考えております。（ただし、集落連携をしたくても、地理的な関係で、連携が図りにくい地域もありますので、こうした地域については、単独で実施してための仕組みを別途、考えたいと思っている）



集落活動センター「汗見川」（本山町）
地域住民が主体となって、汗見川ふれあいの郷 清流館を拠点に、集落の連携のよる既存活動のﾌﾞﾗｯｼｭｱｯ

ﾌﾟや新たな活動の実施をつうじて、次世代の人材を確保し、集落での活動をいつまでも続けられる魅力ある集
落を目指す。【平成２４年６月１７日 開設】

★特産品づくり・販売

★人口交流・体験

★鳥獣被害対策

★生活支援サービス

★安心・安全サポート

★防災活動

集落活動センター
「汗見川」

集落活動の拠点
「汗見川ふれあいの郷 清流館」

連携する６集落（１０４世帯：２１６人）
【立野・坂本・屋所・沢ヶ内・瓜生野・七戸】

シソジュース

手打ちそば

森のおきゃく
本山町役場 高知県庁

【支援チーム】

支 援

仕組みづくりの推進役
【本山町ふるさと応援隊】

運営主体・体制

目 的
●集落の維持
●将来の担い手となる人材の確保、育成

・充実、強化を図った活動の実施
・新たな特産品づくり
→ 山菜・シカ肉等の活用

・充実、強化を図った活動の実施
・新たな交流イベントや体験メニューの実施
→ 登山ツアー等

・地域防災体制の充実
・ヘリポートの活用

・見守り活動など高齢者を地域で
支える仕組み

・買い物支援など高齢者を地域で
支える仕組み

・シカ肉の活用

★農産物等の生産、販売
・薬草の栽培等
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■集落活動センターの取り組み事例

【運営主体】
汗見川活性化推進委員会

【運営体制】
・委員会の部会長、世話役
・本山町ふるさと応援隊（集落支援員）
※役場、地域支援企画員が共同でサポート

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
・集落活動センターの取り組みの一例として、集落活動センターの取り組みの第１号として立ち上がりました本山町の汗見川地区の取り組みをご紹介します。・この地域は、６集落で構成され、１０４世帯、２１６人といった小さな山合の地域です。平成１９年から、廃校を再利用して、宿泊交流施設である清流館を通じて交流活動を行っておりましたが、人口減少や高齢化により、活動のマンネリ化や活動の衰退などが顕著となり、集落消滅の危機感を抱くようになったことから、地域内で話し合いを重ねて、この集落活動センターに取り組むことになりました。・このセンターは、汗見川活性化推進協議会という住民組織が主体となり、地域おこし協力隊や集落支援員などの人材がサポートを得ながら運営しており、その活動内容としては、ご覧頂いているように、特産品の開発や、交流事業、農産物の生産といった産業づくりの活動や、買い物の支援や見守り活動、安心安全サポートといった、福祉や生活支援といった分野の取り組みを行うことで、３年後には、そうした取り組みを完成させたいと思っております。
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■集落活動センターの活動内容



・

◇行政側からの視点
・人口減少や高齢化による負のスパイラルで、地域課題が年々、多様化、複雑化
・課題解決するための行政サービスのコストがますます増大
・合併や組織の見直しにより、市町村職員数が大幅に減少（行政サービスの低下）
・特に、本県の山間部の地域では、集落や家が点在しており、行政運営が非効率
（行政サービスが隅々まで行き亘らない）

行政（公助）だけでなく、住民力を生かした共助の仕組みが必要

◇地域側からの視点
・集落調査により、それぞれの地域で課題やニーズが異なる実態が、より明確化となり
画一的、一律的な行政サービスでは、地域の思いやニーズへの十分な対応が困難
・住民の意思による主体的な活動の方が、将来的には持続、継続が可能
・単独では難しかった地域活動や共同作業が、集落連携により可能

地域主導により、住民の意向や思いを反映した取り組みが必要

■集落活動センターに取り組む背景

36

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
・また、集落活動センターに取り組む至った背景といいうますか、事情としまして、　　まず、県や市町村からの視点としては、　○人口減少や高齢化に伴う負のスパイラルにより、鳥獣対策や買い物弱者や移　　　動手段の確保、今までないような政策が必要になったし　○地域課題が年々、多様化し、また、地域で異なることから、課題解決のための　　　行政サービスのコストがますます増大している。特に、高知県の場合、山間地　　域では、家や集落の点在により、行政運営が非効率。　○一方で、特に、合併や行政組織の見直しにより、職員数の削減されている。　○こうしたことから、行政だけでなく、住民力を生かしたサービスの仕組みが必要　　　次に、地域からの視点としては、　○集落調査により、それぞれの地域で課題やニーズが異なる実態が具体化、　　　　　　明確化された、金太郎飴的な画一的、一律的な行政サービスでは、地域の思　　　　いやニーズに十分、対応できない　○住民主体の方が、活動が長続きし、将来的に持続できる　○従来、地域で行われてきた集落活動の復活の足掛かりとなるなど　○住民主導により、住民の意向を反映した取り組みが必要という考え。



＜立ち上げ前＞
●地域の元気づくり事業費補助金（補助先：市町村又は地域団体等、補助率：1/2）
地域づくりの話し合い、先進地視察、地域活動の計画策定、特産品づくり、伝統文化・祭り・地域行事のイベントなど地域活動を幅広く支援（250千円/1事業）

＜立ち上げ時・立ち上げ後＞
●集落活動センター推進事業費補助金（補助先：市町村、補助率：1/2）
①整備事業（30,000千円／1箇所）
・施設整備等初期投資に係るハード・ソフト事業に対する支援

②人材導入活用事業（1,600千円／人）
・センター立ち上げ準備や活動を行う者の人件費に対する支援

③継続・発展支援事業（ソフト事業：250千円／1事業、ハード事業:10,000千円／1箇所）
・立ち上げ４年目以降、試作品にかかる成分分析等の検査、調査販売、視察、配食サービスの試行、イベント開催等にかかる経費などを助成

●アドバイザーの派遣
集落活動センターの立ち上げや運営等について、総合的に助言を行う県のアドバイザー等を地域に派遣

(集落活動センター推進アドバイザー：中山間対策にかかる専門家を複数名を委嘱）

●研修会等の開催
センターに関係する地域住民や市町村職員、地域おこし協力隊などを対象にした勉強会、研修会や交流会等の開催

◇財政的な支援

●集落活動センターの普及、拡大に向けた総合的な情報の提供
「集落活動センター支援ハンドブック」による普及促進。センターの食や体験メニューをパンフレットにまとめた「土佐巡里」や、ポータルサイト
「えいとここうち」及びLINEを活用した情報発信の実施によりセンターの認知度向上、利用促進及び関係人口の拡大を図る

●集落活動センター連絡協議会への支援
リモート機器等の導入や、協議会の運営をサポート→センターの横のつながりが広がることにより、さらなる活性化へ

◇人的な支援

◇その他の支援

活動拠点の整備（整備事業）
事業の拡大

（継続・発展）

アドバイザー支援により
新たな特産品が完成

１０年間（H24～R3）で約１３億円（1,309,481千円）の財政的支援

■県の支援策
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安田町

● ●●
●

●
●

●

●

12 三原村全域
（平成２６年３月～）

9 四万十市大宮
（平成２５年５月～）

5 梼原町初瀬
（平成２５年１月～）

4 梼原町松原
（平成２５年１月～）

11 安芸市東川
（平成２５年９月～）

1 本山町汗見川
（平成２４年６月～）

2 土佐町石原
（平成２４年７月～）

15 いの町柳野
（平成２６年１１月～）

●
17 大豊町西峯

（平成２７年３月～）

13 梼原町四万川
（平成２６年３月～）

19 四万十町中津川
（平成２８年２月～）

25 奈半利町全域
（平成２８年３月～）

●

●

●

24 梼原町越知面
（平成２８年３月～）

21 いの町越裏門・寺川
（平成２８年３月～）

●

●●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●
●

●

●

●

●

29 大月町姫ノ井
（平成２８年４月～）

28 宿毛市鵜来島
（平成２８年４月～）

25

東洋町

室戸市

北川村

奈半利町
田野町

馬路村

安芸市
芸西村

香南市

香美市南国市

高知市

大豊町
本山町土佐町

大川村

いの町仁淀川町

越知町
日高村
土佐市

須崎市
津野町

梼原町

四万十町

四万十市
黒潮町

大月町
土佐清水市

三原村

宿毛市

7中土佐町

佐川町
11

26

8

17

1

2

23

22
14

21

15

10

3
18

24
13

5

4

19

20

16

30

9

12

28

27
29

●
●

●

●

●

●

●

●

●

3231

33

37
36

34

35

38
6

33 室戸市椎名
（平成２９年３月～）

31 梼原町西区
（平成２９年３月～）

32 梼原町東区
（平成２９年３月～）

34 中土佐町大野見南
（平成２９年３月～）

35 香美市美良布
（平成２９年３月～）

38 黒潮町蛎瀬川
（平成２９年４月～）

37 佐川町加茂
（平成２９年３月～）

39 佐川町斗賀野
（平成２９年６月～）

20 四万十町仁井田
（平成２８年３月～）

10 佐川町尾川
（平成２５年９月～）

●

40

39

36 佐川町黒岩
（平成２９年３月～）

27 宿毛市沖の島
（平成２８年４月～）

41 土佐清水市下川口
（平成２９年８月～）

6 黒潮町北郷
（平成２５年３月～）

●41

●42

42 大豊町東豊永
（平成３０年２月～）●44

●43

44 本山町上関・下関
（平成３０年３月～）

43 越知町横畠
（平成３０年３月～）

45 須崎市安和
（平成３０年４月～）

●45

46 香美市平山
（平成３０年４月～）

●47

18 津野町郷
（平成２７年６月～）

●48

48 馬路村魚梁瀬
（平成３１年１月～）

47 津野町白石
（平成３０年５月～）

●49

49 仁淀川町下名野川
（平成３１年３月～）

3 仁淀川町長者
（平成２４年１２月～）

●50

50 津野町船戸
（平成３１年４月～）

40 大豊町岩原
（平成２９年８月～）

●51

51 須崎市浦ノ内
（令和元年５月～）

52 大豊町穴内
（令和元年５月～）

●52

53 室戸市日南・大平
（令和元年８月～）

●53 54 東洋町甲浦
（令和元年８月～）

●54

55 中土佐町大野見北
（令和元年１０月～）

●55

●46

56 大豊町立川
（令和元年１０月～）

●56

●57 ●58

60 香南市岸本
（令和２年６月～）

59 田野町大野・
安田町大野

（令和２年３月～）

●59

7 安田町中山
（平成２５年４月～）

26 芸西村全域
（平成２８年３月～）

14 南国市稲生
（平成２６年６月～）

8 香南市西川
（平成２５年４月～）

●

61 土佐町松ヶ丘
（令和２年６月～）

60

●61

62 四万十町野地・家地川
（令和３年３月～）

●62

16 黒潮町佐賀北部
（平成２７年１月～）

30 黒潮町蜷川
（平成２８年４月～）

●63

63 土佐町森
（令和３年１０月～）

23 大川村全域
（平成２８年３月～）

●64

64 土佐町地蔵寺
（令和４年４月～）

●65

22 高知市北七ツ渕
（平成２８年３月～）

58 高知市梅ノ木
（令和元年１１月～）

65高知市仁ノ
（令和４年５月～）

57 日高村能津
（令和元年１０月～）
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■集落活動センターの開設状況

■令和４年６月29日現在、
32市町村 65カ所で開設



・

◇拠点整備→地域活動を行うための場（場所、機会）を提供できた。
◇祭りやイベントなどの伝統的な活動の継続はもちろん、復活のきっかけとなった。
◇地域同士が、互いに助け合い、学び合う連携、協働の契機となった。
⇒全集落活動センターで構成される「集落活動センター連絡協議会」が発足（平成28年）
◇地域の課題やニーズに応じて暮らしを支える地域独自の仕組みが構築できた。
⇒集落コンビニ、配食サービス、ガソリンスタンド、コインランドリー、葬祭事業等のユニークな取り組み
⇒周辺の地場産業や観光事業者と連携した事業展開
◇大学や地域おこし協力隊など外部人材との一過性ではない交流が促進された。

地域から見た成果

※令和３年度の集落実態調査の結果でも「集落活動センター」に対して一定の評価をいただいた。
（集落活動センターのある地域のうち、75.2％の代表者が取り組みに満足していると回答）
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■集落活動センターの成果

・

◇地域住民や市町村に対し、県の中山間対策の姿勢や熱意を明示できた。
◇集落活動センターの運営組織を中心に、産業づくり、観光交流、福祉、生活支援など、県の施策
を具体的に展開できる受け皿ができた。

◇センターの取り組みが、県内の市町村に広く波及するなど、施策を横展開できた。

行政側の成果



◇集落活動センターの取り組みの継続・発展
○センターを円滑に運営するための資金の確保

・運営の安定化に向けた資金調達の仕組みの構築、市町村のサポートの強化
○センターの運営や活動に携わる人材の育成・確保

・後継者対策、地域外人材の導入促進、若者等の参画促進、活動への参画者の拡大

◇集落活動センターの取り組みの県内への更なる普及、拡大
○市町村間の温度差、取り組みの格差の是正

・集落活動センターの取り組みが進まない市町村へのサポート
○集落活動センターの活動に関する情報発信の強化

・SNSを通じた情報発信の強化、マスコミ等を活用した広報の充実

◇集落活動センター相互の連携・ネットワークの構築
○集落活動センター推進協議会の活動基盤の強化

・組織体制の強化、協働による活動の充実
（特産品づくり、農産物などを販売、旅行商品の造成などを通じた連携や協働）

○集落活動センターと民間事業者や大学等との連携強化
・民間事業者や大学等の集落活動センターの取り組みへの参画、協働の取り組みの促進
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■集落活動センターの課題
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１ 調査の背景
■ 前回（H23）調査結果を受け、中山間対策を強化し、関連施策を推進してきた
■ 一方、さらなる人口減少・高齢化の進行に伴い、より深刻化する課題に対応するための新たな施策づくりが必要

２ 調査の目的
■ 地域の実情や住民意識、思い等について前回調査からの経年変化の把握
■ これまで１０年間の中山間対策の取り組みの検証
■ 中山間地域の新たな課題やニーズの抽出と、それに対応するための新たな中山間対策の施策づくり

３ 調査の内容

集落代表者聞き取り調査
（訪問による聞き取り調査）

■調査箇所：1,451集落
■対 象 ：地区長等の代表者
■実施期間：令和3年6月～令和4年1月
■調査方法：調査員の訪問による聞き取り
■調査項目：56項目

（漁村のみ10項目追加）

住民アンケート調査
（個人の記述による調査）

■調査箇所：109集落
■対 象 ：集落在住の18歳以上の方
■実施期間：令和3年9月～令和4年1月
■調査方法：住民アンケート調査票の配布・回収
■調査項目：51項目
■回収結果：有効回答数 2,368人

：有効回答率 41.6%

■ 中山間地域を中心とした、概ね50世帯未満の集落を対象に実施
（主な内容：集落活動、生活環境、安全・安心、中山間の産業づくり）
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■第２回集落実態調査（R３）の概要

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
・県土の９０％以上を占める中山間地域の実情を把握するため、　平成２３年度に初めてこういった大規模な実態調査を実施しました。・昨年度は、前回調査からの経年変化の把握やこれまでの取り組みの検証、今後の施策づくりのために、１０年ぶりに実施しています。・調査は大きく２つに分かれてまして、「集落代表者聞き取り調査」と、　「住民アンケート調査」の２種類を実施しました。・次のスライドからは、調査結果を抜粋して記載していますが、時間の都合もあるので、いくつかピックアップしてご紹介します。



１ 調査結果の総括

２ 調査結果のポイント ■集落活動

 人口減少、高齢化の進行に伴い、10年前に比べ地域活動への参加者の減少や、将来の集落維持に不安を抱える集落の増加を確認。
 集落活動センターの取り組みは、集落間で支え合う仕組みづくりとして、地域活性化の観点からも、着実に成果を上げている。集落活動

生活環境
産業づくり  産業面では、農業や林業などの基幹産業の衰退を確認。

 生活環境では、飲料水や生活物資、移動手段の確保などの日常生活の不便さを確認。

いる
860 
63.3
%

いない
297 …

把握していない
202 …

いる
705…

いない
461…

わからない
277

19.1%

② 世話役の後継者の存在

＜H23＞ ＜R3＞

（n=1,359集落） （n=1,451集落）

③ 今後（およそ10年後）の集落の将来像

23

258

975

117

69

9

1.6%

17.8%

67.2%

8.1%

4.8%

0.6%

0 400 800 1200

今より活性化していると思う

このまま変わらない

集落全体で衰退していると思う

集落内の一部の地域（小集…

集落全体が消滅していると思う

無回答 （n=1,451集落）

今のままで維持
できる
949

27.6%

維持できない
923

26.8%

わからない
1,381 
40.1%

今のままで維持で
きる
401

16.9%

維持できない
931

39.3%

わからない
1,012 
42.7%

④ 今後の集落活動の維持

＜R3＞＜H23＞

（n=2,368人）（n=3,443人）

⑤ 集落活動センターによる地域の変化

＜アンケート＞
とても良くなった

49
19.6%

多少良くなった
96

38.4%

変わらない
97

38.8%

＜聞き取り＞ とても良くなった
64

6.3%
多少良くなった

290
28.4%変わらない

457…
（n=250集落） （n=1,020人）

■第２回集落実態調査（R３）の結果

 集落の活性化に向けた課題としては、「人口減少」「地域に若者がいない」「集落活動の担い手不足」が上位を占めており、「担い手不足」が大きな
ボトルネックとなっている。一方、多くの住民の方は集落に愛着を持ち、「住み慣れた地域で暮らしていきたい」と希望されている。

活性化に
向けて

■10年前と比べた地域活動の参加者
･･･「減った」（68.6%）

増えた
38

2.6%
変わらない
364…

減った
996

68.6%

① 地域活動の参加者

（n=1,451集落）

■後継者の確保が課題･･･「後継者がいる」（63.3→48.6%）
など

■今後の集落の維持が課題･･･「維持できる」（27.6→16.9％）など ■集落活動センターの取り組みは一定の成果を確認･･･「（多少又はとても）良く
なった」（58.0%）など
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強く感じてい
ると思う
881…

多少感じていると思う
383

28.2%

感じていないと思う
42…

■生活環境 ■中山間の産業づくり

■集落代表者、住民の皆様が感じていること

■集落の活性化に向けて

⑥ 日常生活で不便に感じていること（上位５つ）

688

478

463

363

252

47.4%

32.9%

31.9%

25.0%

17.4%

0 200 400 600 800

移動手段の確保

病院、診療所がない、または遠い

食料等の生活用品の確保

集落内を通る道路の舗装、街灯、ミラー、…

水の確保や供給施設の維持管理

（複数回答可）

（n=1,451集落）

⑦ 集落の主要産業

◆主要産業の現状… 『衰退している』 ：81.1％ （n=1,451集落）

【産業種別】 最も多くの人が住んでいた当時 → 現在
• 農業 ：1,213件（83.6%） →860件（59.3%）
• 林業 ： 658件（45.3%） → 66件（4.5%）
• 水産業 ： 58件（4.0%） → 20件（1.4%）
• その他 ： 121件 →113件 （n=1,451集落）

999

801

660

513

197

68.8%

55.2%

45.5%

35.4%

13.6%

0 300 600 900 1200

人口減少

地域に若者がいない

集落活動の担い手不足

集落長のなり手（リーダー）がいない

生活環境の不便さ（水や生活物資の確保、移動手
段など）

⑧ 集落代表者から見た集落の課題（上位５つ）

（n=1,451集落）

（複数回答可）

住み続けたい
1,614 
68.2%

住み続けたいが、集落以外へ
転居せざるをえない

177 …

住み続けたくない
147 …

わからない
351 

14.8%

強く感じてい
ると思う
502…

多少感じていると思う
745

51.3%

感じていな
いと思う
69…

⑩ 定住の意向

住み続けたい
2,442 
70.9%

住み続けたいが、集落以
外へ転居せざるをえない

201 …

住み続けたくない
161 …

わからない
390 

11.3%

＜R3＞＜H23＞

⑨ 集落への「誇り」や「愛着」

＜R3＞＜H23＞

（n=1,359集落） （n=1,451集落） （n=2,368人）（n=3,443人） 44

610

162

114

35

149

381

42.0%

11.2%

7.9%

2.4%

10.3%

26.3%

0 100 200 300 400 500 600 700

担い手(人材)の確保

地域資源の活用

資金の援助

助言(アドバイス)

その他

無回答
（n=1,451集落）

◆産業振興に必要なもの…

■前回調査と同様に誇りや愛着を感じている･･･「（強く又は多少）感じている」
（93.0→85.9％）など

■前回調査と同様に住み続けたいという希望がある･･･「住み続けたい
（70.9→68.2％）など



 集落実態調査の結果より、人口減少や高齢化によ
る集落機能の低下、飲料水・生活用品の確保や移
動手段などの日常生活の不便さ、農林業などの基
幹産業の衰退、地域の担い手不足など、厳しい現
状が改めて明らかとなった。

 一方で、集落に誇りと愛着を持ち、住み慣れた地
域で暮らしていきたいという住民の皆さまの変わ
らない思いも再確認した。

一人ひとりが暮らし続けられる生活環境づくりを進めるとともに、
地域に活力を生み出す取り組みや、地元で働き続けることができる産業づくりを支援！

45

■今後の中山間対策の方向性

柱３ 「しごと」を生み出す
～所得向上と雇用創出～
Ⅶ 基幹産業の振興
Ⅷ 新たな生業、仕事づくり

柱１ 「くらし」を支える
～暮らし続けられる環境づくり～
Ⅰ 生活環境づくり
Ⅱ 安全・安心の確保

「くらし」「活力」「しごと」の３つの柱と８つの施策[山中八策]で中山間対策を抜本強化!!

柱２ 「活力」を生む
～地域を支える活力の創出～
Ⅲ 集落活動センターの推進
Ⅳ 小さな集落の活性化
Ⅴ 中山間の人づくり
Ⅵ デジタル技術の活用

活力を
奪う

集落機能低
下・産業低迷

くらしの
不便さ

人口の
流出

小規模集落に共通して見られる課題

負の連鎖

こうした連鎖を食い止めるため・・・

集落機能低下
・産業低迷

人口の流出によって、
地域の活力が奪われ、
集落機能の低下や
産業の低迷、暮らし
の不便さ、さらなる人
口流出へとつながる
負の連鎖に!!

＜集落実態調査の総括＞

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
・調査結果のまとめですが、・集落機能の低下や日常生活の不便さ、基幹産業の衰退、地域の担い手不足など、厳しい現状が改めて明らかになりました。・一方で暮らし続けたいという思いを実現できるよう、県としては、　「くらしを支える」、「活力を生む」、「しごとを生み出す」の３つの柱で　対策を強化していきます。



◇飲料水の確保に向けた環境整備
・給水施設、浄水装置などの整備
・施設の維持管理の効率化に向けた仕組みづくり

◇生活用品を確保するための環境づくり
・移動販売、買い物代行などの仕組みづくり
・地域商店の維持に向けた支援
（店舗改修、事業承継、空き家活用など）

◇地域交通の維持・確保
・県と市町村における地域交通計画の策定
・コミュニティバスなど、地域の課題に応じた移動手段の確保対策

◇鳥獣被害対策の推進
・防除対策の推進 ・捕獲対策の強化

地域住民が支え合い、暮らし続けることができる持続可能（サステナブル）な中山間地域の実現に向けて、「くらし」を支える、「活力」を生む、
「しごと」を生み出すの３つを政策の柱として、８つの施策を掲げ、全庁が一体となって中山間対策を進める。

◇集落活動センターの取り組みの継続・発展
・活動内容の拡充、運営基盤の強化（農村ＲＭＯ、中山間地域等
直払交付金の活用など）
・後継者育成や地域外からの人材確保による活動への参画者の拡大

◇集落活動センターの取り組みの県内への普及、拡大
・センターの取り組みの情報発信の強化
（SNSなどの活用、物販・交流イベントの開催など）

◇集落活動センター相互の連携・ネットワークの構築
・連絡協議会の活動基盤の強化
（ブロック別の活動強化、相互交流・連携事業の促進）
・地域団体や民間事業者、大学等との連携強化

◇「小さなにぎやか集落」の創出
・小さな集落の共同作業や地域活動の再生
・地域の伝統文化などの継承

◇集落活動センターとの連携
・集落活動センターと小さな集落の協働の仕組みづくり

◇関係人口の創出
・ＮＰＯ、大学、民間事業者、観光客、ファンなどの地域活動への参画促進
・地域と地元大学との協働による地域づくり

◇農業の振興
・生産力の向上と高付加価値化による産地の強化 ・中山間地域の農業を支える仕組みの再構築
・流通・販売の支援強化 ・多様な担い手の確保・育成 ・農業全体を下支えする基盤整備の推進と
農地の確保

◇林業の振興
・原木生産の拡大 ・木材産業のイノベーション ・木材利用の拡大 ・担い手の育成・確保

◇水産業の振興
・漁業生産の構造改革 ・市場対応力のある産地加工体制の構築 ・流通・販売の強化
・担い手の育成・確保

◇商工業の振興
・絶え間ないものづくりへの挑戦 ・外商の加速化と海外展開の促進 ・商業サービスの活性化
・デジタル技術の活用による生産性の向上と事業構造の変革の推進 ・事業承継・人材確保の推進

◇観光業の振興
・戦略的な観光地域づくり ・効果的なセールス＆プロモーション ・おもてなしの推進 ・国際観光の推進
・事業体の強化と観光人材の育成

◇連携テーマの推進
・デジタル化の促進 ・グリーン化の促進 ・グローバル化の促進 ・外商活動の全国展開
・担い手の育成・確保

◇地域アクションプランの推進
・220事業を推進

◇中山間地域の強みを生かした、
多様な形態の仕事づくり

・起業・新事業展開の促進
・小規模林業の推進
・地域の事業所（商店）の継業促進
・特定地域づくり事業協同組合の立ち上げ促進

◇小さなビジネスの創出
・集落活動センターや地域団体・グループの地域ビジネスの育成、強化
・特用林産の振興

◇情報環境の整備
・情報通信基盤の整備及び高度化支援（光ファイバー整備など） ・スマートフォン活用サポーターの養成

◇暮らしの課題解決に向けたデジタル技術の活用
・集落の水源管理の負担軽減 ・移動販売などの効率化・省力化 ・オンライン診療の推進 ・遠隔教育などでの活用拡大
・地域交通の利便性の向上（自動運転、MaaSなど）

◇地域の再生、活性化に向けたデジタル技術の活用
・離島や山間部などの条件不利地域における仕組みづくり

テーマ：中山間地域で暮らし続けることができる環境づくり テーマ：集落活動センターのさらなる取り組みの強化

第三策

テーマ：「小さなにぎやか集落」
の仕組みづくり

テーマ：
デジタル技術の活用に
よる課題解決と活性化

テーマ：中山間地域で暮らし
稼げる産業づくり

テーマ：
中山間地域の特性を生か
したビジネス、産業づくり

第七策
◇県外からの移住促進
・裾野の拡大 ・マッチングの強化 ・受入体制、受入環境の整備 (空き家対策等)

◇地域外からの人材の確保
・地域おこし協力隊の確保 ・交流人口の拡大

◇地域内での人材の育成
・福祉人材の育成・確保 ・地域活動のリーダー、後継者の育成

◇産業人材の育成、確保
・産業人材の育成（土佐MBA）
・専門人材の育成（土佐の観光創生塾、高知デジタルカレッジなど）

◇中山間地域の教育の振興
・遠隔授業などによる多様な進路希望の実現 ・魅力ある学校づくり

テーマ：中山間地域の
未来を担う人材確保・育成

第五策

第六策

◇住民の身近な地域での支え合い、
助け合いの仕組みづくり

・支援が必要になっても活躍し続けることができる地域づくり
・あったかふれあいセンターの機能強化・市町村における包括的な支援体制の整備

◇福祉サービスの充実による安全・安心の確保
・中山間地域での介護サービス確保など
・高齢者等の生活支援の充実

◇地域医療体制の確保 ◇地域防災力の強化
・へき地勤務医師や看護職員の確保 ・災害に強い人づくり・地域づくり
・在宅医療体制の充実 ・避難所の確保、資機材の整備
（訪問看護、在宅服薬指導、オンライン診療） ・地域住民の安全・安心の確保

テーマ：中山間地域で健やかに
安心して暮らせる仕組みづくり

第二策

第八策

～暮らし続けられる環境づくり～
「くらし」を支える

第四策

～地域を支える活力の創出～
「活力」を生む

第一策 生活環境づくり 安全・安心の確保 集落活動センターの推進

小さな集落の活性化

中山間の人づくり

デジタル技術の活用

基幹産業の振興

新たな生業、仕事の創出

人づくり
産業
振興

安全
安心

～所得向上と雇用創出～
「しごと」を生み出す

しごと
づくり

デジタル

生活
環境

集落活動
センター

小さな
集落

集
落

集
落

集
落

集
落

中山間地域の活性化
〈将来イメージ〉

集
落
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■集落実態調査を踏まえた中山間対策の施策体系【山中八策】
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